
重要事項説明書 

本重要事項説明書は、当事業所と訪問看護サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、

厚生省令第３７号８条に基づき、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきた

いことを説明するものです。 

 

１．法人・事業所の概要 

（１） 法人の概要 

法 人 名  医療法人社団 リラ 

代 表 者  理事長  溝口 和真 

所 在 地  静岡市葵区長沼６４７番地  

連 絡 先 ０５４－２６１－３４７６ （FAX）０５４－２６１－０１７７ 

（２） 事業所の概要 

事 業 所 名 訪問看護ステーション スマイルリラ 

所 在 地 静岡市葵区長沼６４７番地 

指 定 年 月 日 平成２８年４月１日 

介護保険事業所番号 ２２６４２９０３８４ 

サ ー ビ ス の 種 類 訪問看護及び介護予防訪問看護 

管 理 者 名  石井 佐和 

連 絡 先  ０５４－２６１－３７１４ （TEL／FAX同番号） 

（３） 職員体制 

職 種 職 員 数 勤 務 形 態 

管 理 者 １ 名 常 勤 

看 護 師 ６ 名 常 勤 

作 業 療 法 士 ６ 名 常 勤 

精 神 保 健 福 祉 士 １ 名 常 勤 

合 計 １４ 名  

（４） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日 ただし、国民の祝日及び年末年始は除く 

営 業 時 間    午前８時３０分～午後５時１５分まで（訪問時間は９時～４時３０分） 

 

２．運営方針 

（１） 事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図

るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援します。 

（２） 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービス提供に努めるものとします。  

 

３．サービスの内容 

利用者の自宅等生活の場に訪問し看護師等が、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスで、

主治医の指示に基づき、次の内容のサービスを行います。 

（１）病状・障害の観察 （２）療養上の世話 （３）褥創の予防・処置 



（４）在宅でのリハビリテーション （５）認知症患者のケア （６）療養生活や介護方法の指導    

（７）その他医師の指示による医療処置 （８）家族等への介護支援・相談 

 

４．利用料金 

（１） 利用料 

利用料及び自己負担額についての詳細は、別紙をご参照下さい。 

（２） 交通費（医療保険でのみサービスを受けている場合） 

交通費については、職員が訪問する月末で締め前月分を翌月の訪問時に徴収します。 

概ね ３ｋｍ未満 無料 

概ね ３ｋｍ以上５ｋｍ未満 ５０円 

概ね ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 １００円 

概ね １０ｋｍ以上 １５０円 

※ 事業所を起点として計算 

（３） キャンセル料 

連絡なく訪問して不在だった場合は、キャンセル料として交通費のみ請求します。ただし、事前に連絡

をいただいた場合のキャンセル料はいただきません。 

 

５．実施地域 

通常の事業の実施地域は、静岡市内とします。 

 

６．緊急時における対応 

訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、必要に応じて臨時応急の手

当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。 

 

７．虐待の防止について 

（１） 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに、事業所の職員に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実

施する等の措置を講じます。 

（２） 事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援します。 

（３） 職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

（４） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を

図ります。 

（５） 事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。【責任者：訪問看護課長、管理者】 

 

８．身体拘束の禁止 

（１） 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」

とする）を行わない。 

（２） 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 



（３） 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて職員に周知徹底を図る。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

③ 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

９．感染症対策の強化 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（１） 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２） 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について職員に周知徹底しています。 

（４） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（５） 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

10．ハラスメント 

（１） 事業者は、職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止

に向け取り組みます。 

（２） 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超え

る下記の行為は組織として許容しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

（上記は当該法人職員、利用者及びその家族等が対象） 

（３） ハラスメント事案が発生した場合、指針等を基に即座に対応し、再発防止会議等により同事案が

発生しないための再発防止策を検討します。 

（４） 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期

的に話し合いの場を設け、訪問現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 

（５） ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する

必要な措置、利用契約の解約の措置を講じます。 

 

11．業務継続へ向けた取り組みについて 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業

務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

12．非常災害時の対応 

地震・風水害などの自然災害発生、または警報などが発令された場合にはサービスの提供を中止する場

合があります。 



13．損害賠償 

訪問看護サービスの提供にあたって、万が一事故が発生し、利用者や家族に損害が発生した場合、不可

抗力による場合を除いて、損害を賠償します。 

 

14．秘密の保持 

（１） 個人情報利用については同意書を交わすものとします。 

（２） 事業所の職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持し、退職後も引き続きこれら

の秘密を漏らしません。 

 

15．苦情対応 

利用者及び家族は、提供された訪問看護サービスに苦情がある場合、事業所に苦情を申し立てることが

できます。 

事業所は利用者及び家族から、提供した訪問看護サービスについての苦情の申し立てがあった場合、適

切に対処しサービスの向上に努めます。 

苦情相談窓口 

利用時間 月～金曜日（祝日と年末年始を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

電 話  ０５４－２６１－３７１４ 

ＦＡＸ  ０５４－２６１－３７１４ 

担当者  管理者等 

 

16．契約の終了 

次の各項のいずれかに該当する場合は、この契約を終了します。なお、該当する場合には、その旨を必

ずご連絡下さい。 

（１） 利用者が病院などへ入院した場合 

（２） 利用者が介護老人保健施設などへ入所した場合 

（３） 利用者及び家族から契約解除の意思表示がなされ、医師がそれを認めた場合 

（４） 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合、又は継続が 

なされない場合 

（５） 利用者が死去した場合 

 

17．契約の解除 

（１） 利用者は事業所に対して、医師の指示のもと、１週間の予告期間をおいて通知をすることにより

この契約を解約することができます。ただし、利用者は病変、急な入院などやむを得ない事情が

ある場合は、予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。 

（２） 次の事由に該当した場合は、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。 

   ① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

   ② 事業者が守秘義務に反した場合 

   ③ 事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

（３） 事業所はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して１４日以上の予告期間をおいて理由を通

知することにより、この契約を解除することができます。 

（４） 次の事由に該当した場合は、事業所は直ちにこの契約を解除することができます。 

   ① 利用者が正当な理由なく利用者負担金を３ヶ月分滞納し、督促したにもかかわらず支払いが



ない場合 

   ② 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの背

任行為を行なった場合 

以上 

 

 

令和    年    月    日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、前記のとおり重要事項を説明しました。 

 

事業者 所在地  静岡県静岡市葵区長沼６４７番地 

    事業者名 訪問看護ステーション スマイルリラ 

    管理者名 石井佐和 

電話番号 ０５４－２６１－３７１４ 

 

説明者氏名 

 

 

私は、事業者より前記の重要事項について説明を受け、同意します。 

 

   利用者 住 所    

 

       氏 名                                            印 

 

電話番号  （      ）      －   

 

       携 帯    

 

 

代理人 住 所    

 

氏 名                       印 

 

続 柄    

 

電話番号  （      ）      －   

 

携 帯 

 

 

平成２８年４月１日作成 

令和６年４月１日一部改定・追加 


